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い
っ
ぽ
う
高
句
麗
王
陵
に
関
す
る
唯
一
の
体
系
的
な
文
字
資
料
で
あ
る
広
開
土

王
陵
碑
文
に
関
し
て
は
、
そ
こ
に
み
え
る
国
名
や
そ
の
比
定
、
そ
れ
ら
の
政
治
的

関
係
な
ど
に
論
及
が
集
中
し
、
碑
文
そ
の
も
の
に
立
碑
目
的
と
し
て
示
さ
れ
て
い

る
王
陵
の
守
墓
に
つ
い
て
は
、
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。

本
論
で
は
広
開
土
王
陵
碑
文
に
み
え
る
守
墓
に
関
す
る
語
句
に
つ
い
て
、
漢
代

序

高
句
麗
王
陵
の
研
究
は
被
葬
者
た
る
王
と
の
比
定
が
主
要
な
検
討
課
題
で
あ
っ

て
、
造
営
の
背
景
に
あ
る
信
仰
や
思
想
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で

あ
っ
た
。

高
句
麗
王
陵
の
築
造
思
想
に
み
る
儒
教
と
仏
教

―
―
追
孝
か
ら
追
福
へ
―
―

門

田

誠

一

本
論
で
は
広
開
土
王
陵
碑
文
に
み
え
る
立
碑
目
的
で
あ
る
守
墓
に
関
す

る
語
句
に
つ
い
て
、
漢
代
祠
堂
の
石
刻
文
や
経
書
と
対
照
検
討
し
、
広
開

土
王
一
代
の
勲
蹟
と
守
墓
役
を
後
世
に
伝
示
と
い
う
碑
の
機
能
は
来
観
者

に
墓
の
保
全
を
顕
示
す
る
こ
と
に
あ
り
、
経
書
に
依
拠
す
る
語
と
内
容
か
ら
、

広
開
土
王
陵
の
造
営
思
想
が
儒
教
的
な
孝
す
な
わ
ち
亡
親
に
対
す
る
追
孝

に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
さ
ら
に
広
開
土
王
陵
碑
と
広
開

土
王
陵
の
造
営
思
想
で
あ
る
儒
教
的
な
追
孝
に
対
し
て
、
伝
・
東
明
王
陵
と

定
陵
寺
址
の
関
係
は
明
ら
か
に
仏
教
に
基
づ
い
た
追
福
で
あ
る
こ
と
を
対

置
的
に
示
し
、
広
開
土
王
陵
碑
と
広
開
土
王
陵
の
関
係
に
示
さ
れ
る
儒
教
的

な
追
孝
か
ら
長
寿
王
陵
に
比
定
さ
れ
る
伝
・
東
明
王
陵
と
定
陵
寺
址
の
仏
教

の
追
福
へ
と
、
高
句
麗
王
陵
の
造
営
思
想
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。
こ
の
よ
う
な
陵
墓
と
寺
院
を
近
接
し
て
配
置
す
る
形
態
は
、
高
句

麗
が
通
交
し
て
い
た
北
魏
の
文
明
皇
太
后
の
墓
で
あ
る
永
固
陵
と
思
遠
仏

寺
が
影
響
し
た
と
推
定
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

高
句
麗
、
広
開
土
王
陵
碑
、
伝
・
東
明
王
陵
、
定
陵
寺
址
、

北
魏

〔
抄

録
〕
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の
関
係
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
池
内
宏
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
以
来
、
近
年
で
は

西
谷
正
氏
に
よ
っ
て
総
体
的
な
施
設
と
し
て
の
高
句
麗
王
陵
を
意
味
す
る
「
高
句

麗
王
王
陵
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
が
提
唱
さ
れ
（
２
）

、
東
潮
氏
も
陵
園
と
し
て
の
意
味
づ

け
を
行
っ
て
い
る
（
３
）

。

ま
た
、
碑
文
の
文
末
に
み
え
る
「
於
是
立
碑
銘
記
勲
績
以
永
後
世
」
の
文
か
ら
、

広
開
土
王
陵
碑
が
王
の
勲
績
碑
す
な
わ
ち
中
華
世
界
で
は
墓
側
に
立
て
ら
れ
た
神

道
碑
で
あ
る
と
み
て
、
そ
の
位
置
が
将
軍
塚
の
東
南
方
に
あ
り
、
こ
れ
は
中
国
の

神
道
碑
と
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
広
開
土
王
陵
を
将
軍
塚
に
否
定
す
る
根
拠
と

す
る
と
と
も
に
、
中
国
正
史
に
み
え
る
高
句
麗
に
お
け
る
五
経
な
ど
の
流
布
に
よ

る
「
漢
文
化
」
に
対
す
る
積
極
的
な
受
容
と
い
う
背
景
を
重
視
す
る
見
方
も
あ
る
（
４
）
。

こ
の
よ
う
な
広
開
土
王
陵
碑
文
の
属
性
に
つ
い
て
は
広
開
土
王
陵
に
対
す
る
守

墓
役
を
後
世
に
伝
示
す
る
た
め
の
「
石
刻
文
書
」
と
い
わ
れ
る
（
５
）
。
こ
の
見
解
は
広

開
土
王
陵
碑
の
立
碑
目
的
を
喝
破
し
た
卓
見
と
し
て
学
史
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

た
だ
し
、「
石
刻
文
書
」
と
し
て
の
布
令
の
対
象
に
関
す
る
考
究
が
残
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
次
項
で
は
広
開
土
王
陵
碑
が
伝
示
し
、
布
告
す
べ
き
対
象

を
検
討
し
、
布
令
の
思
想
的
意
味
に
つ
い
て
論
ず
る
。

い
っ
ぽ
う
、
高
句
麗
王
陵
の
造
墓
お
よ
び
葬
祭
に
関
わ
る
信
仰
が
顕
現
す
る
の

が
、
伝
・
東
明
王
陵
と
定
陵
寺
址
（
と
も
に
平
壌
市
）
で
あ
る
。
定
陵
寺
址
は

伝
・
東
明
王
陵
に
と
も
な
う
寺
院
と
み
ら
れ
て
お
り
、
伝
・
東
明
王
陵
は
神
話
上

の
存
在
で
あ
る
東
明
王
の
陵
墓
で
は
な
く
、
実
在
の
王
の
陵
墓
と
み
ら
れ
る
か
ら
、

定
陵
寺
址
は
王
陵
に
と
も
な
う
寺
院
で
あ
り
、
こ
れ
ら
双
方
は
高
句
麗
麗
王
陵
に

対
す
る
仏
教
信
仰
の
存
在
と
そ
の
様
相
を
具
体
的
に
示
す
遺
構
で
あ
る
。

伝
・
東
明
王
陵
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
被
葬
者
の
比
定
の
問
題
が

の
石
祠
堂
な
ど
に
記
さ
れ
た
石
刻
文
と
比
較
し
て
、
守
墓
の
目
的
と
効
力
を
期
待

し
た
対
象
な
ど
の
具
体
的
内
容
を
考
察
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
碑
文
と
経
書
の
語
句

や
そ
の
用
法
か
ら
、
碑
文
の
思
想
的
系
譜
が
儒
教
の
孝
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。

さ
ら
に
広
開
土
王
陵
碑
と
守
墓
対
象
で
あ
る
王
陵
を
結
節
し
て
い
る
思
想
的
背
景

を
考
察
す
る
。
次
に
伝
・
東
明
王
陵
と
定
陵
寺
址
の
関
係
に
つ
い
て
、
仏
教
信
仰

か
ら
検
討
し
、
王
陵
と
寺
を
併
置
す
る
こ
と
の
系
譜
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
こ

れ
ら
を
通
じ
て
、
高
句
麗
王
陵
の
造
営
思
想
が
儒
教
的
な
追
孝
か
ら
仏
教
的
な
追

福
に
変
化
す
る
こ
と
を
論
じ
る
。

一

高
句
麗
王
陵
の
造
営
思
想
に
関
す
る
諸
説

高
句
麗
王
陵
の
造
墓
の
背
景
に
あ
る
思
想
に
つ
い
て
、
早
い
時
点
で
言
及
し
た

の
は
那
珂
通
世
で
あ
る
。
那
珂
は
広
開
土
王
陵
碑
の
第
Ⅳ
面
に
み
え
る
「
自
上
祖

先
王
以
来
墓
上
不
安
石
致
使
守
墓
人
烟
戸
差
錯
唯
国
岡
上
広
開
土
境
好
太
王
盡
為

祖
先
王
墓
上
立
碑
銘
其
烟
戸
不
令
差
錯
」
の
文
意
に
つ
い
て
、
高
句
麗
歴
代
の
王

陵
に
は
石
碑
は
な
か
っ
た
が
、
広
開
土
王
代
に
な
っ
て
、
多
く
の
石
碑
を
立
て
、

守
墓
人
で
あ
る
烟
戸
を
定
め
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
『
三
国
史
記
』
高
句
麗
本

紀
・
故
国
壌
王
九
年
三
月
条
に
み
え
る
仏
教
の
求
福
に
と
も
な
う
国
社
の
創
設
と

宗
廟
の
修
築
記
事
と
関
連
し
、
こ
の
記
事
の
主
体
は
広
開
土
王
の
誤
記
と
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
陵
墓
に
対
す
る
対
応
は
仏
教
の
影
響
で
あ
っ
て
、『
三
国

史
記
』
高
句
麗
本
紀
の
扶
余
・
太
后
廟
の
事
例
を
あ
げ
て
、
仏
教
が
移
入
す
る
ま

で
は
陵
墓
の
制
度
が
極
め
て
簡
素
で
素
朴
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
（
１
）

。

宗
教
的
な
背
景
と
は
次
元
を
異
に
し
て
、
中
華
世
界
の
皇
帝
陵
な
ど
の
陵
園
と
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こ
の
よ
う
な
題
記
が
伝
え
示
す
内
容
と
そ
の
対
象
は
「
唯
観
者
諸
君
、
願
勿

販
傷
」（
薌
他
君
石
祠
堂
題
記
）
と
い
う
文
章
に
よ
っ
て
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
（
７
）
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
文
は
、
こ
こ
に
来
た
者
は
た
だ
見
る
だ
け
で
、
塋
域
の
構
築
物

を
損
壊
し
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
の
題
記
の
あ
る
墓
に
対
す
る

外
来
者
か
ら
の
保
存
と
保
護
を
銘
じ
て
い
る
。

同
様
の
内
容
を
示
す
題
記
の
類
例
は
多
い
が
、
典
型
例
と
し
て
は
永
寿
三
年

（
一
五
七
）
の
紀
年
の
あ
る
石
祠
堂
の
題
記
に
み
え
る
「
家
子
来
入
堂
宅
、
但
観

耳
、
無
得
刻
画
、
…
…
唯
省
此
書
、
無
忽
矣
」（
山
東
・
嘉
祥
宋
山
三
号
墓
題

記
）
と
い
う
文
章
が
あ
げ
ら
れ
る
（
８
）
。
こ
れ
に
も
や
は
り
。
こ
こ
に
来
た
っ
た
人
は
、

た
だ
石
祠
堂
を
見
る
だ
け
で
、
落
書
を
し
て
は
い
け
な
い
と
あ
り
、
こ
こ
に
来
観

す
る
人
士
は
、
こ
の
こ
と
を
忽
（
ゆ
る
が
）
せ
に
す
る
こ
と
な
か
れ
、
と
説
い
て

い
る
。

こ
れ
ら
の
告
示
は
石
祠
堂
お
よ
び
そ
れ
の
建
っ
て
い
る
墓
を
訪
れ
る
人
々
す
な

わ
ち
こ
れ
を
見
る
者
に
対
し
て
銘
じ
て
示
す
内
容
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
来
観
者

の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
漢
代
に
お
い
て
、
墓
や
そ
れ
に
接

し
て
建
て
ら
れ
た
石
祠
堂
な
ど
を
来
訪
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。

こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
石
祠
堂
な
ど
に
残
さ
れ
た
落
書
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
孝
堂
山
石
祠
堂
に
み
え
る
次
の
よ
う
な
刻
文
が
あ

げ
ら
れ
る
。

平
原
郡
湿
陰
邵
善
君
以
永
建
四
年
四
月
二
十
四
日
来
過
此
堂
叩
頭
謝
賢
明
（
９
）

こ
の
題
記
銘
文
の
永
建
四
年
は
後
漢
・
順
帝
の
治
世
で
一
二
九
年
に
あ
た
り
、

検
討
さ
れ
て
き
た
が
、
広
開
土
王
陵
碑
の
属
性
や
立
碑
目
的
と
対
照
し
て
考
究
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
信
仰
に
も
と
づ
く
造
墓
の
様
相
が
、
よ
り
明
確
に
な
る

と
考
え
る
。
そ
の
た
め
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
陵
墓
と
寺
院
と
の
関
係
を
北
魏
な
ど

の
例
も
参
照
し
て
系
譜
性
に
も
言
及
し
、
高
句
麗
王
陵
の
造
墓
と
葬
祭
思
想
の
変

化
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

二

広
開
土
王
碑
文
の
儒
教
関
係
の
語
句

―
―
「
立
碑
」
に
関
す
る
思
想
と
目
的

広
開
土
王
陵
碑
文
に
つ
い
て
、
と
く
に
立
碑
の
目
的
と
意
味
に
関
し
て
、
研
究

史
を
瞥
見
し
た
な
か
で
、
広
開
土
王
一
代
の
勲
蹟
と
守
墓
役
を
後
世
に
伝
示
す
る

と
い
う
立
碑
目
的
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

広
開
土
王
陵
碑
文
の
な
か
で
、
具
体
的
に
こ
れ
を
示
す
の
は
「
遷
就
山
陵
於
是

立
碑
銘
記
勲
績
以
永
後
世
焉
」（
第
Ⅰ
面
）「
祖
先
王
墓
上
立
碑
銘
其
烟
戸
不
令
差

錯
」（
第
Ⅳ
面
）
と
い
う
文
章
で
あ
る
。

こ
こ
に
み
え
る
意
味
を
さ
ら
に
深
く
検
証
す
る
た
め
に
比
較
す
べ
き
は
漢
代
に

盛
行
し
た
石
祠
堂
の
題
記
で
あ
る
。
石
祠
堂
と
は
墓
の
傍
ら
に
造
ら
れ
た
祭
祀
用

の
建
物
で
あ
り
、
こ
の
ほ
か
に
墓
碑
や
石
闕
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

よ
う
な
石
祠
堂
の
題
記
に
は
、
広
開
土
王
陵
碑
の
立
碑
目
的
を
記
し
た
文
章
と

類
型
的
に
ち
か
い
内
容
の
文
章
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
そ
の
典
型
が
「
爰
示

後
世
、
台
台
忘
勿
」（
王
孝
淵
墓
碑
）
で
あ
り
（
６
）
、
こ
れ
は
墓
碑
の
内
容
に
つ
い
て
、

爰
（
こ
こ
）
に
後
世
に
示
し
、
代
々
忘
れ
る
こ
と
な
か
れ
、
と
あ
り
、
そ
の
永
劫

の
伝
示
を
銘
記
し
て
い
る
。



高
句
麗
王
陵
の
築
造
思
想
に
み
る
儒
教
と
仏
教
（
門
田
誠
一
）

九
四

後
漢
か
ら
隋
唐
に
か
け
て
史
籍
に
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
端
的
な
例
と
し
て
、
後
漢

の
祭
遵
の
話
を
あ
げ
よ
う
。
祭
遵
は
光
武
帝
に
付
き
従
っ
て
そ
の
覇
業
を
助
け
た

二
十
八
人
の
功
臣
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
「
雲
台
二
十
八
将
」
の
一
人
の
数
え
ら
れ
る

人
物
で
あ
る
。
彼
は
若
く
し
て
経
書
を
好
み
、
家
は
富
裕
と
い
え
ど
も
慎
ま
し
く

粗
末
な
衣
服
着
て
お
り
、
母
を
亡
く
し
た
時
は
土
を
担
い
で
塚
を
作
っ
た
（
挨
）

。
ま
た
、

竹
林
の
七
賢
の
一
人
と
し
て
名
高
い
山
濤
の
逸
話
と
し
て
、
亡
母
の
為
に
「
負
土

成
墳
」
し
、
か
つ
手
ず
か
ら
松
柏
を
植
え
た
と
さ
れ
て
い
る
（
姶
）

。
ほ
か
に
も
東
晋
の

范
宣
や
劉
宋
の
郭
世
道
を
は
じ
め
と
し
た
名
高
い
孝
子
が
亡
父
母
の
た
め
に
「
負

土
成
墳
」「
負
土
築
墳
」「
負
土
築
塋
」
を
な
し
た
と
い
う
記
載
が
多
く
認
め
ら
れ

る
。こ

の
種
の
祠
堂
題
記
の
文
章
は
造
墓
に
際
す
る
子
や
遺
族
の
孝
を
記
し
た
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
刻
し
た
理
由
は
儒
教
的
倫
理
に
よ
っ
て
評
価
を
行
う
官
吏
登

用
制
度
の
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
孝
や
廉
と
い
っ
た
儒
教

の
徳
目
を
基
準
と
し
た
官
吏
任
用
制
度
で
あ
る
孝
廉
選
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
前
漢

か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
、
後
漢
に
入
っ
て
と
く
に
盛
ん
に
な
っ
た
（
逢
）

。
ま
た
運
用
上

に
お
い
て
、
孝
廉
選
と
は
い
え
、
実
際
の
評
価
に
あ
た
っ
て
は
孝
に
重
き
が
置
か

れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
葵
）

。
こ
の
よ
う
な
制
度
の
展
開
と
と
も
に
子
た

る
造
墓
者
た
ち
は
、
親
の
死
去
に
伴
う
造
墓
へ
の
傾
倒
を
現
世
に
向
か
っ
て
宣
揚

す
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
一
方
で
、
石
祠
堂
へ
の
来
観
者
の
目
的
は
、
題
記
や
石
祠
堂
・
石
闕
・
墓

碑
な
ど
の
結
構
に
表
れ
た
造
墓
者
た
ち
の
孝
に
接
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
邵
善
君
の
記
し
た
刻
文
に
「
叩
頭
し
て
賢
明
を
謝
す
」
と

端
的
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
年
の
四
月
二
四
日
に
平
原
郡
湿
陰
邵
善
君
が
孝
堂
山
石
祠
堂
に
来
て
、
こ
こ

で
頭
を
垂
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

ま
た
、
別
の
題
記
に
は
来
観
者
を
具
体
的
に
示
し
た
以
下
の
よ
う
な
文
章
が
あ

る
。

泰
山
高
令
明
永
康
元
年
十
月
廿
一
日
敬
来
親
記
之
（
亜
）

こ
れ
は
後
漢
・
桓
帝
の
永
康
元
年
す
な
わ
ち
一
六
七
年
の
十
月
二
一
日
に
泰
山

の
高
令
明
が
、
こ
こ
に
来
観
し
て
記
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
刻
文

の
平
原
（
現
在
の
山
東
省
徳
州
市
陵
県
）、
泰
山
と
も
に
孝
堂
山
石
祠
堂
か
ら
ほ

ど
遠
か
ら
ぬ
場
所
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
来
観
者
の
出
身
地
を
示
す
具
体
的
な
事

例
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
画
像
石
の
題
記
に
は
「
孝
子
武
始
公
、
弟
綏
宗
、
景
興
、
開
明
」

（
武
氏
祠
石
闕
銘
（
唖
）

）、「
孝
子
仲
章
、
季
章
、
季
立
、
孝
孫
子
僑
」（
武
梁
碑
（
娃
）

）、「
孝

子
張
文
思
哭
父
而
礼
」（
欒
鎮
村
画
像
石
題
記
（
阿
）

）
な
ど
の
文
が
刻
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
あ
り
、
親
の
死
を
悼
み
悲
し
ん
で
、
造
墓
す
る
「
孝
子
」
の
存
在
が
銘
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
は
「
兄
弟
暴
露
在
冢
、
不
辟
晨
夏
、
負
土
成
墓
、
列
種
松

柏
、
起
立
石
祠
堂
」（
薌
他
君
石
祠
堂
題
記
（
哀
）

）、「
悲
哀
思
慕
、
不
離
冢
側
、
墓
廬

□
庵
、
負
土
成
墳
、
徐
養
淩
柏
」（
山
東
・
嘉
祥
宋
山
三
号
墓
題
記
（
愛
）

）
な
ど
の
語

が
み
ら
れ
、
こ
れ
は
遺
族
が
自
ら
土
を
負
っ
て
墳
丘
を
築
き
、
松
柏
を
植
え
て
墓

を
造
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
と
く
に
「
負
土
成
墳
」
と
そ
れ
に
類
す
る
語
は
、

父
母
の
た
め
に
土
を
負
っ
て
墳
を
成
し
た
行
為
で
あ
っ
て
、
亡
父
母
へ
の
孝
養
と

し
て
、
一
種
の
定
型
的
な
語
と
な
っ
て
お
り
、
魏
晋
南
北
朝
期
を
中
心
と
し
て
、
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広
開
土
王
陵
碑
文
に
み
え
る
後
世
に
伝
え
示
す
内
容
が
孝
お
よ
び
そ
の
母
体
と
な

る
儒
教
思
想
に
基
づ
い
て
撰
文
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
れ
を
傍
証
す
る
も
の
と
し
て
広
開
土
王
陵
碑
文
に
み
え
る
儒
教
お
よ
び
孝
に

関
わ
る
内
容
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
祖
王
先
王
但
教
取
遠
近

旧
民
守
墓
洒
掃
」（
第
Ⅳ
面
）
の
文
章
で
、
こ
れ
は
碑
文
の
文
脈
と
し
て
は
広
開

土
王
が
生
前
に
「
教
し
て
言
っ
た
」
内
容
で
あ
り
、「
祖
王
と
先
王
が
、
た
だ
教

し
て
、
遠
近
の
旧
民
を
取
ら
せ
て
、
守
墓
洒
掃
さ
せ
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、

祖
先
王
に
よ
る
旧
民
の
掠
虜
と
そ
れ
に
よ
る
陵
墓
の
守
墓
と
洒
掃
の
史
的
由
来
を

述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
文
章
の
な
か
で
、
と
く
に
重
要

な
字
句
は
主
体
者
で
あ
る
「
祖
王
先
王
」
と
そ
れ
を
「
教
」
し
て
行
わ
せ
た
と
い

う
意
味
の
「
教
」
で
あ
る
。
広
開
土
王
陵
碑
文
の
「
教
」
字
を
含
む
語
に
つ
い
て

は
、
従
前
、
い
わ
ゆ
る
辛
卯
年
条
記
事
を
中
心
に
し
て
前
置
文
を
構
成
し
、
そ
れ

に
は
「
王
躬
率
」
型
と
「
教
遣
」
型
が
あ
り
（
穐
）

、
軍
事
行
動
の
類
型
と
し
て
は
前
者

が
王
の
直
接
行
動
に
よ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
王
の
間
接
的
な
行
動
と
認
識
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、「
教
遣
」
の
語
に
用
い
ら
れ
た
「
教
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
使
役
の
語
と
み
て
、「
遣
わ
し
む
」
と
読
む
と
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
よ
り
適

切
に
は
「
教
し
て
遣
わ
し
む
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。「
教
」
字
そ
の
も
の
に
つ
い

て
は
、
教
は
諭
令
の
意
味
で
あ
り
、
令
と
同
義
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
は
教
は

教
令
で
あ
り
、
外
藩
国
の
王
の
命
令
を
教
と
い
う
の
は
中
華
の
皇
帝
が
詔
勅
と
称

す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
悪
）

。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
「
教
」
の
使
用
法
と
意
味
と
は
異
な
り
、「
教
」
を
含

む
語
の
中
国
文
献
に
お
け
る
出
典
論
的
検
討
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
思
想
的

背
景
に
関
す
る
論
及
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と
く
に
辛
卯
年
条
お
よ
び
紀
年

こ
れ
ら
を
総
じ
て
い
う
と
、
石
祠
堂
へ
の
後
世
の
来
観
者
た
ち
は
墓
の
結
構
や

石
祠
堂
な
ど
の
施
設
に
接
す
る
だ
け
で
な
く
、
題
記
な
ど
に
み
え
る
造
墓
者
た
ち

の
孝
の
顕
現
に
接
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
石
祠
堂
に
み
え

る
「
爰
示
後
世
、
台
台
忘
勿
」「
唯
観
者
諸
君
、
願
勿
販
傷
」「
唯
省
此
書
、
無
勿

矣
」
な
ど
の
石
祠
堂
の
保
全
に
か
か
わ
る
告
辞
は
、
こ
の
よ
う
な
来
観
者
を
は
じ

め
と
し
た
墓
を
訪
れ
る
後
世
の
生
き
た
人
々
に
向
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
漢
代
の
石
祠
堂
の
題
記
の
内
容
は
広
開
土
王
陵
碑
の
「
銘
記
」

「
以
永
後
世
焉
」
の
語
の
内
容
と
布
告
の
対
象
を
考
察
す
る
に
際
し
て
参
考
と
な

る
。
前
項
の
研
究
史
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
広
開
土
王
陵
碑
に
記
さ
れ
た
守
墓
役
を

後
々
ま
で
伝
え
示
す
た
め
の
「
石
刻
文
書
」
と
し
て
の
媒
体
で
あ
る
と
い
う
広
開

土
王
陵
碑
の
属
性
を
表
す
と
さ
れ
て
き
た
（
茜
）

。
こ
の
場
合
、
あ
く
ま
で
も
広
開
土
王

陵
碑
の
内
容
を
後
世
に
伝
え
示
す
と
い
う
機
能
的
な
属
性
に
着
目
し
て
論
じ
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
た
ん
に
碑
文
の
内
容
を
後
世
に
伝
え
示
す
と
い
う
機
能
的
な

属
性
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
定
の
対
象
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
が
、
後
漢
の
石

祠
堂
の
題
記
か
ら
想
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
石
祠
堂
に
お

け
る
題
記
等
が
示
す
そ
の
守
り
伝
え
る
対
象
は
、
物
理
的
な
存
在
と
し
て
の
祠
堂

す
な
わ
ち
先
祖
の
墓
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
根
幹

に
あ
る
思
想
的
な
意
味
は
、
そ
れ
ら
の
刻
文
の
対
象
と
な
っ
た
祠
堂
を
造
っ
た

人
々
の
営
為
す
な
わ
ち
子
孫
に
よ
る
被
葬
者
へ
の
孝
の
発
露
に
あ
り
、
い
き
つ
く

と
こ
ろ
と
し
て
は
造
墓
と
葬
祭
を
に
な
っ
た
子
孫
の
孝
廉
を
宣
揚
す
る
目
的
で

あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
漢
代
祠
堂
の
題
記
に
表
れ
た
孝
思
想
と
の
比
較
対
照
に
よ
っ
て
、
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的
な
徳
治
を
理
想
と
し
て
、
民
を
教
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
、
先
王
と
孝
と

が
教
の
語
を
介
し
た
文
脈
を
構
成
し
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
『
孝
経
』
に
は
「
先
王
」
の
語
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
典
型
と
し

て
は
卿
大
天
章
の
「
先
王
の
法
服
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
敢
て
服
せ
ず
。
先
王
の
法
言

に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
敢
て
道
わ
ず
。
先
王
の
徳
行
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
敢
て
行
わ
ず
。

こ
の
故
に
法
に
あ
ら
ざ
れ
ば
言
わ
ず
、
道
に
あ
ら
ざ
れ
ば
行
わ
ず
」
と
い
う
文
章

が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
先
王
す
な
わ
ち
往
古
の
聖
王
が
行
う
衣
服
が
礼
制
に

則
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
用
い
る
べ
き
こ
と
を
説
き
、
ま
た
、
そ
の
礼
に
か

な
っ
た
言
葉
で
な
け
れ
ば
用
い
ず
、
そ
の
徳
に
も
と
ず
く
行
い
で
な
け
れ
ば
行
わ

な
い
。
す
な
わ
ち
、
礼
法
に
か
な
わ
な
け
れ
ば
、
い
っ
さ
い
何
も
言
わ
ず
、
道
徳

に
か
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
何
も
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（
旭
）

。

ま
た
、
孝
治
章
で
は
「
子
日
く
、
昔
者
、
明
王
の
孝
を
も
っ
て
天
下
を
治
む
る

や
、
あ
え
て
小
国
の
臣
を
遺
れ
ず
。
し
か
る
を
い
わ
ん
や
公
侯
伯
子
男
に
お
い
て

を
や
。
ゆ
え
に
万
国
の
関
心
を
得
て
、
も
っ
て
そ
の
先
王
に
事
う
」
と
説
い
て

い
る
（
葦
）

。
こ
こ
で
は
「
先
王
」
は
孝
を
以
て
天
下
を
治
め
る
の
は
、
爵
位
あ
る
も
の

は
も
と
よ
り
、
小
国
の
臣
下
に
対
し
て
も
礼
を
忘
れ
ず
、
そ
の
た
め
に
万
国
の
嘉

す
る
を
得
て
先
王
に
事
（
つ
か
え
）
た
と
み
え
る
。

史
料
の
上
で
「
先
王
」
が
「
教
」
す
る
、
な
い
し
は
「
教
」
と
の
関
係
が
み
え

る
の
は
、
た
と
え
ば
漢
書
礼
楽
志
の
以
下
の
よ
う
な
記
載
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
漢
の
武
帝
が
儒
教
に
よ
っ
て
制
度
を
整
え
、
政
治
を
行
お
う
と

し
た
が
、
竇
夫
人
が
黄
老
の
言
を
好
み
、
儒
教
を
尊
ば
な
か
っ
た
た
め
、
と
り
行

わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
際
し
て
、
董
仲
舒
が
武
帝
の
策
問
に
対
し
て
答
え
た
言
に

は
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
王
の
徳
教
を
廃
し
、
た
だ
法
を
執
る

記
事
以
外
の
「
教
」
字
に
つ
い
て
は
関
心
が
も
た
れ
な
か
っ
た
が
、
出
典
論
な
ら

び
に
思
想
的
背
景
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
と
り
あ
げ
る
べ
き
は
「
祖
王
先
王

但
教
取
遠
近
旧
民
守
墓
洒
掃
」
と
い
う
部
分
で
、
こ
れ
は
広
開
土
王
が
存
命
の
時

に
「
教
」
し
て
「
言
」
っ
た
言
葉
と
し
て
碑
文
に
み
え
る
。
こ
の
文
脈
で
は
広
開

土
王
の
「
教
」
と
「
祖
王
先
王
」
の
「
教
」
と
が
み
え
、
内
容
的
に
は
祖
先
王
に

よ
る
遠
近
の
旧
民
の
略
来
に
よ
る
守
墓
洒
掃
の
由
来
に
つ
い
て
、
広
開
土
王
が

「
教
」
し
て
「
言
」
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
教
取
」
は
祖
先
王
が
旧
民
を

「
取
ら
し
め
」
て
守
墓
洒
掃
さ
せ
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
の
文
脈
で
は
広

開
土
王
の
「
教
遣
」
と
と
も
に
さ
き
に
ふ
れ
た
諭
令
で
あ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

た
だ
し
、
出
典
論
と
し
て
み
る
場
合
「
教
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
広
開
土
王
陵

碑
文
内
容
に
即
し
た
検
討
と
は
異
な
り
、「
王
」
た
る
広
開
土
王
と
「
先
王
」
の

「
教
」
と
い
う
字
句
の
構
成
が
注
目
さ
れ
る
。

先
王
そ
の
も
の
は
先
代
の
王
も
し
く
は
往
昔
の
聖
王
と
い
う
意
味
の
一
般
的
な

語
で
あ
る
が
、「
教
」
と
の
組
み
合
わ
せ
を
出
典
論
的
に
み
る
な
ら
ば
、「
先
王
」

が
「
教
」
す
る
と
い
う
文
脈
は
儒
教
の
経
書
に
み
え
る
。
す
な
わ
ち
『
孝
経
』
三

才
章
に
「
先
王
は
教
の
以
て
民
を
化
す
可
き
を
み
る
。
是
の
故
に
之
（
筆
者
注
・

民
）
を
先
（
み
ち
び
）
く
に
博
愛
を
も
っ
て
し
て
、
民
其
の
親
を
遺
（
わ
す
）
る

る
な
し
」
と
あ
り
、
先
王
す
な
わ
ち
往
古
の
聖
君
主
が
教
化
し
て
民
を
導
い
た
こ

と
を
述
べ
て
い
る
（
握
）

。
ま
た
、
開
宗
明
義
章
で
は
「
仲
尼
居
し
、
曾
子
侍
す
。
子

日
く
、
先
王
、
至
徳
要
道
あ
っ
て
、
も
っ
て
天
下
を
順
に
す
。
民
用
て
和
睦
し
、

上
下
怨
み
な
し
。
汝
こ
れ
を
知
る
か
、
と
。
曾
子
席
を
避
け
て
曰
く
、
参
不
敏
な

り
。
な
ん
ぞ
も
っ
て
こ
れ
を
知
る
に
足
ら
ん
。
子
日
く
、
そ
れ
孝
は
徳
の
本
な
り
。

教
の
よ
っ
て
生
ず
る
と
こ
ろ
な
り
。」
と
説
い
て
い
る
（
渥
）

。
こ
こ
で
は
先
王
の
理
想
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と
解
さ
れ
る
こ
と
と
、
広
開
土
王
陵
の
み
で
碑
が
発
見
さ
れ
て
い
る
事
実
に
関
し

て
は
、
広
開
土
王
碑
が
た
だ
た
ん
に
広
開
土
王
陵
の
み
に
対
し
て
立
て
ら
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
広
開
土
王
陵
の
つ
く
ら
れ
た
集
安
平
野
を
さ
す
「
碑
文
」
中
の
文

字
で
あ
る
「
国
岡
上
」
に
あ
る
広
開
土
王
陵
お
よ
び
こ
れ
に
先
立
つ
陵
墓
に
対
す

る
「
守
護
」「
酒
掃
」
す
べ
き
こ
と
を
記
し
た
碑
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
（
鯵
）

。
そ
の
た

め
広
開
土
王
陵
碑
が
保
全
の
効
力
を
期
待
し
た
の
は
広
開
土
王
お
よ
び
そ
の
祖
先

の
陵
墓
で
あ
り
、
碑
文
の
主
要
な
内
容
た
る
守
墓
の
部
分
は
、
こ
こ
に
来
る
人
々

に
向
か
っ
て
、
こ
れ
ら
を
保
全
す
る
こ
と
が
一
義
的
な
目
的
で
あ
り
、
さ
ら
に
、

思
想
的
に
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
碑
者
で
あ
る
長
寿
王
の
孝
廉
を
宣
揚
す
る

た
め
の
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
は
広
開
土
王
陵
碑
の
立
碑
に
か

か
わ
る
意
識
的
な
基
盤
に
孝
思
想
と
そ
れ
を
包
括
す
る
儒
教
の
思
想
が
根
幹
に

あ
っ
た
こ
と
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
碑
文
の
内
容
は
「
先

王
」
の
「
教
」
は
、
も
と
も
と
は
儒
教
的
な
礼
楽
や
徳
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
広
開
土
王
陵
碑
文
の
「
先
王
」
は
広
開
土
王
を
指
し
て
い

る
が
、
彼
を
含
む
「
祖
・
先
王
」
が
「
教
」
し
て
土
地
を
略
取
し
た
と
い
う
内
容

は
、
こ
の
よ
う
な
儒
教
的
な
文
脈
に
お
け
る
「
先
王
」
と
「
教
」
と
の
関
係
の
文

辞
と
し
て
の
典
拠
と
し
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
来
観
者
に
対
す
る
守
墓
の
宣
揚
と
儒
教
的
な
文
脈
に
お
け
る
「
先

王
」
と
「
教
」
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
広
開
土
王
陵
の
造
営
思
想
が
儒
教
的
な
孝

す
な
わ
ち
亡
親
に
対
す
る
追
孝
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

吏
を
用
い
て
民
を
治
め
さ
せ
な
が
ら
、
徳
化
の
四
海
に
被
る
を
望
む
の
は
成
就
し

が
た
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
い
に
し
え
の
王
者
は
教
化
を
も
っ
て
大
務
と
し

な
い
も
の
は
な
く
、
大
学
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
に
教
え
、
庠
序
（
郷
学
）

を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
邑
を
化
し
、
教
化
が
す
で
に
明
ら
か
に
な
り
、
習
俗
が

で
き
あ
が
れ
ば
、
天
下
に
か
つ
て
一
人
の
獄
囚
も
い
た
た
め
が
な
い
、
と
い
う
内

容
で
あ
る
（
芦
）

。
こ
れ
は
王
者
の
徳
化
の
根
幹
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に

お
い
て
董
仲
舒
は
先
王
が
徳
化
の
先
例
で
あ
り
、
理
想
と
し
て
示
し
て
お
り
、
さ

ら
に
王
者
は
教
化
を
大
な
る
務
め
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
大
学
（
太
学
）
を
立
て

て
国
を
教
化
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
当
然
な
が
ら
先
王
は
教
し
て
徳
化
す
る
こ
と
の
実
行
者
で
あ
っ
て
、

儒
教
的
な
礼
制
の
主
体
者
の
理
想
と
す
る
姿
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
意
味
あ
い
か
ら
、
文
献
に
は
先
王
は
儒
教
的
礼
学
の
体
現
者
と
し
て
表
れ
る
。

こ
こ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
な
広
開
土
王
陵
碑
文
に
み
え
る
語
句
の
出
典
も

参
照
す
る
と
、
広
開
土
王
一
代
の
勲
蹟
と
守
墓
役
を
示
す
「
石
刻
文
書
」
と
し
て

の
立
碑
の
目
的
が
示
さ
れ
て
い
る
広
開
土
王
陵
碑
も
、
漢
代
の
石
祠
堂
と
同
じ
く

墓
と
付
属
施
設
を
含
む
塋
域
に
対
し
て
、
儒
教
的
な
思
想
に
基
づ
い
て
そ
の
保
全

を
期
待
し
て
立
碑
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
広
開
土
王
陵
碑
文
が
守
墓
の
対
象
と
す
る
「
唯
国
岡
上
広
開
土
境
好

太
王
尽
為
祖
先
王
墓
上
立
碑
銘
其
烟
戸
不
令
差
錯
」（
第
Ⅳ
面
八
行
十
四
〜
四
一

字
）
の
部
分
は
「
祖
王
・
先
王
す
べ
て
の
王
墓
ご
と
に
、
は
じ
め
て
立
碑
・
銘

戸
を
実
施
し
た
の
は
広
開
土
王
自
身
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
は
石
碑
を
安
置
し

な
か
っ
た
」
と
解
さ
れ
、
広
開
土
王
以
前
の
祖
王
・
先
王
の
陵
墓
に
は
、「
墓
の

上
」
に
石
碑
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
守
墓
人
の
烟
戸
が
差
錯
す
る
に
い
た
っ
た
、
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寺
」
よ
り
古
い
様
相
を
み
せ
る
と
し
、『
三
国
史
記
』
の
三
九
二
年
の
記
事
で
あ

る
「
創
九
寺
於
平
壌
」
の
九
寺
よ
り
は
新
し
い
と
断
じ
て
い
る
。
た
だ
し
、
定
陵

寺
址
か
ら
出
土
し
た
瓦
が
清
岩
里
廃
寺
の
出
土
瓦
よ
り
型
式
的
に
新
し
い
と
み
て
、

清
岩
里
廃
寺
を
「
金
剛
寺
」
と
す
る
前
提
の
も
と
で
定
陵
寺
址
を
六
世
紀
前
半
以

降
の
創
建
と
す
る
説
（
扱
）

や
定
陵
寺
址
の
遺
構
は
二
期
に
分
け
ら
れ
る
と
す
る
見
解
が

あ
る
よ
う
に
（
宛
）

、
未
だ
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
考
古
学
的
知
見
を
瞥
見
す
る
と
、
定
陵
寺
址
の

構
造
に
つ
い
て
は
未
だ
確
定
を
み
な
い
が
、
伝
・
東
明
王
陵
の
築
造
推
定
年
代
は

諸
説
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
五
世
紀
後
半
か
ら
末
頃
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

を
年
代
の
一
端
と
す
る
と
、
定
陵
寺
址
の
築
造
年
代
の
上
限
も
、
一
応
こ
こ
に
お

く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
方
、
定
陵
寺
址
の
属
性
に
つ
い
て
は
「
陵
寺
」
の
銘
文
瓦
の
出
土
と
背
後
に

造
営
さ
れ
、
真
坡
里
古
墳
群
の
な
か
で
最
大
の
古
墳
で
あ
る
伝
・
東
明
王
陵
と
の

関
係
か
ら
も
、
王
陵
で
あ
る
伝
・
東
明
王
陵
に
伴
う
寺
院
と
み
る
の
が
定
説
で
あ

る
（
姐
）

。
伝
・
東
明
王
陵
は
前
述
の
と
お
り
、
石
室
の
構
造
か
ら
五
世
紀
後
半
か
ら
末

頃
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
被
葬
者
は
四
九
一
年
に
死
ん
だ
長
寿
王
と
す
る
見

方
が
あ
り
、
原
状
で
は
主
流
を
な
す
説
と
な
っ
て
い
る
（
虻
）

。
こ
れ
ら
の
事
実
認
識
に

大
過
な
し
と
す
れ
ば
、
伝
・
東
明
王
陵
で
は
墳
墓
の
造
営
や
祭
祀
を
行
う
に
際
し

て
、
仏
教
が
思
想
的
背
景
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

高
句
麗
へ
の
仏
教
の
移
入
は
、『
三
国
史
記
』
高
句
麗
本
紀
の
小
獣
林
王
二
年

（
三
七
二
）
の
こ
と
と
し
て
、
前
秦
の
第
三
代
皇
帝
で
あ
る
符
堅
が
順
道
と
い
う

僧
を
遣
わ
し
て
仏
像
・
経
文
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
記
載
が
公
伝
を
伝
え
る
も
の

と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
同
じ
く
『
三
国
史
記
』
に
は
そ
の
二
年
後
の
小
獣
林

三

高
句
麗
王
陵
と
追
福

広
開
土
王
陵
碑
の
立
碑
基
盤
と
な
っ
た
孝
思
想
に
対
し
て
、
伝
・
東
明
王
陵

（
真
坡
里
一
号
墳
）
は
近
傍
に
定
陵
寺
址
が
存
在
し
、
造
墓
行
為
に
仏
教
思
想
が

関
与
し
た
こ
と
が
容
易
に
想
定
さ
れ
る
。

ま
ず
、
伝
・
東
明
王
陵
と
定
陵
寺
址
と
の
考
古
学
的
事
実
関
係
を
概
述
し
て
お

き
た
い
（
図
１
）。
伝
・
東
明
王
陵
は
平
壌
市
街
の
東
郊
に
位
置
す
る
真
坡
里
古

墳
群
の
な
か
の
一
基
で
あ
る
。
古
墳
の
規
模
は
一
辺
約
三
二
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
約

八
・
二
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
埋
葬
施
設
は
横
穴
式
石
室
で
、
壁
画
が
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
。
築
造
時
期
に
つ
い
て
は
、
北
朝
鮮
の
報
告
書
で
は
五
世
紀
末
頃

と
さ
れ
て
い
る
が
、
石
室
の
形
式
か
ら
は
伝
・
東
明
王
陵
古
墳
の
年
代
を
五
世
紀

中
葉
か
ら
六
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
梓
）

。

伝
・
東
明
王
陵
の
南
側
約
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
に
で
は
寺
院
址
が
発
掘
さ
れ
て
お

り
、
出
土
し
た
銘
文
の
あ
る
土
器
と
瓦
か
ら
「
定
陵
寺
」
と
い
う
寺
名
で
あ
っ
た

と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
圧
）

。
定
陵
寺
址
の
伽
藍
配
置
は
一
塔
三
金
堂
式
と
れ
さ
る
が
、

す
べ
て
の
金
堂
が
同
時
期
に
存
在
し
た
か
に
つ
い
て
は
疑
義
を
呈
す
る
見
方
も
あ

る
（
斡
）

。寺
址
の
遺
構
は
全
体
が
東
西
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
一
三
〇
メ
ー
ト
ル
に

及
び
、
南
門
の
北
側
で
は
塔
址
と
み
ら
れ
る
八
角
形
の
建
物
址
の
東
・
西
・
北
に

金
堂
跡
が
配
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
一
塔
三
金
堂
の
形
式
を
と
る
伽
藍
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

定
陵
寺
址
の
築
造
年
代
に
つ
い
て
、
報
告
書
で
は
伽
藍
配
置
が
左
右
対
称
で
は

な
い
こ
と
か
ら
、
報
告
者
が
『
三
国
史
記
』
に
み
え
る
四
九
八
年
創
建
の
「
金
剛
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図１　伝・東明王陵と定陵寺址

図２　北魏・永固陵と関係遺跡
１永固陵　２万年堂　３草堂山遺跡　
４白仏台遺跡
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一
〇
〇

と
を
証
し
た
（
粟
）

。

こ
れ
ら
の
知
見
か
ら
、
伝
・
東
明
王
陵
お
よ
び
定
陵
寺
址
が
造
営
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
五
世
紀
後
半
以
降
の
高
句
麗
で
は
、
弥
勒
信
仰
お
よ
び
阿
弥
陀
信
仰
を

中
心
と
し
た
仏
教
が
す
で
に
一
定
の
経
典
に
依
拠
し
た
仏
教
信
仰
が
浸
透
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
高
句
麗
に
お
け
る
仏
教
の
弘
通
の
も
と

に
王
陵
に
対
す
る
追
福
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

四

高
句
麗
王
陵
築
造
思
想
の
変
化
と
そ
の
意
味

伝
・
東
明
王
陵
古
墳
の
被
葬
者
に
つ
い
て
は
、
北
朝
鮮
の
研
究
者
は
東
明
王
と

す
る
が
、
そ
も
そ
も
東
明
王
そ
の
も
の
が
伝
説
中
の
存
在
で
あ
っ
て
、
考
古
学
的

に
は
、
相
対
的
な
先
後
関
係
と
し
て
集
安
所
在
の
諸
王
陵
に
後
続
す
る
こ
と
は
確

実
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
伝
・
東
明
陵
古
墳
の
被
葬
者
を
特
定
の
人
物
と
は
せ

ず
、
象
徴
的
な
構
築
物
と
す
る
説
も
あ
る
が
（
袷
）

、『
三
国
史
記
』
に
は
平
壌
遷
都
以

降
の
安
臧
王
三
年
（
五
二
一
）
に
王
が
卒
本
す
な
わ
ち
桓
仁
に
行
き
、
始
祖
廟
を

祭
祀
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
伝
・
東
明
王
陵
に
始
祖
廟
の
機
能
が

あ
っ
た
こ
と
に
否
定
的
な
見
方
が
あ
る
（
安
）

。
ま
た
、
伝
・
東
明
王
陵
古
墳
か
ら
は
金

製
冠
飾
り
や
棺
釘
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
実
際
の
埋
葬
が
な
さ
れ
た
と

み
て
問
題
な
い
。

よ
り
具
体
的
に
は
、
伝
・
東
明
王
陵
は
土
築
の
墳
丘
を
も
ち
、
裾
部
に
の
み
列

石
を
施
す
外
部
構
造
と
横
穴
式
石
室
の
形
態
な
ど
か
ら
み
て
、
そ
の
築
造
時
期
は

集
安
の
諸
王
陵
の
な
か
で
も
最
後
に
築
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
将
軍
塚
に

遅
れ
る
も
の
と
す
る
の
が
定
説
で
あ
る
。

王
四
年
（
三
七
四
）
の
こ
と
と
し
て
、
来
歴
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
僧
・
阿
道

が
渡
来
し
た
と
記
さ
れ
、
ま
た
翌
年
に
は
肖
門
寺
と
伊
弗
蘭
寺
が
創
建
さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
に
順
道
と
阿
道
が
住
ん
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
（
飴
）

。
同
様
の
記
載
は
『
三
国
遺

事
』
巻
三
・「
順
道
肇
麗
」
に
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
又
四
年
申
戌
、
阿

道
来
自
晋
」
と
し
て
、『
三
国
史
記
』
に
は
み
ら
れ
な
い
阿
道
の
出
自
に
つ
い
て

ふ
れ
て
い
る
（
絢
）

。
こ
の
よ
う
な
記
載
と
は
別
に
、
梁
『
高
僧
伝
』
巻
四
・
竺
法
潜
の

条
に
は
竺
法
潜
に
関
す
る
記
述
を
支
遁
（
三
一
四
〜
三
六
六
年
）
が
「
高
麗
道

人
」
に
書
き
送
っ
て
い
る
記
述
が
あ
り
（
綾
）

、
高
句
麗
の
地
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
高

句
麗
人
の
な
か
で
仏
教
を
奉
ず
る
人
物
の
存
在
が
推
定
さ
れ
、
順
道
に
よ
る
「
公

伝
」
以
前
に
、
高
句
麗
に
お
い
て
私
的
に
仏
教
を
信
奉
ず
る
人
が
存
在
し
た
こ
と

を
想
定
す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
史
料
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
高
句
麗
で
行
わ
れ
た
仏
教
信
仰
の
内
容
と
依
拠
経
典
に
関
し
て
は
、
従

前
は
弥
勒
信
仰
と
み
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
徳
興
里
古
墳
の
墨
書
に

「
釈
加
（
マ
マ
）文
仏
弟
子
（
鮎
）

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
仏
教
信
者
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る

被
葬
者
の
「
鎮
」
に
つ
い
て
、
そ
の
奉
じ
た
信
仰
の
対
象
に
つ
い
て
、
高
句
麗
の

領
域
か
ら
出
土
し
た
と
考
え
ら
れ
る
金
銅
光
背
銘
（
黄
海
道
谷
山
郡
花
村
面
発
見

辛
卯
年
銘
〔
五
七
一
年
〕
金
銅
三
尊
仏
光
背
、
旧
・
平
壌
市
平
川
里
発
見
永
康
七

年
〔
三
九
六
年
〕
銘
金
銅
光
背
）
な
ど
に
は
「
弥
勒
」
の
文
字
が
み
え
る
こ
と
か

ら
弥
勒
信
仰
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
が
あ
る
（
或
）

。

一
方
、
筆
者
は
徳
興
里
古
墳
の
墨
書
傍
題
の
「
自
然
」
を
含
む
語
に
つ
い
て
、

出
典
論
的
に
検
討
し
、
こ
れ
ら
が
初
期
無
量
寿
経
と
呼
ば
れ
る
阿
弥
陀
経
典
類
に

頻
出
し
、
主
に
阿
弥
陀
仏
国
土
（
浄
土
）
の
あ
り
さ
ま
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
る

語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
初
期
無
量
寿
経
に
依
拠
し
た
阿
弥
陀
信
仰
が
存
在
し
た
こ
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墓
と
洒
掃
の
対
象
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
、
大
き
く
分
け
て
広
開
土
王
陵

の
み
と
考
え
る
か
、
広
開
土
王
陵
を
含
む
墓
域
で
あ
る
「
国
岡
上
」
に
あ
る
全
て

の
陵
墓
と
み
る
か
と
い
う
二
つ
の
見
方
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
筆
者
は
か
つ

て
、
碑
文
に
み
え
る
「
自
上
祖
先
王
以
来
墓
上
不
安
石
致
使
守
墓
人
烟
戸
差
錯
唯

国
岡
上
広
開
土
境
好
太
王
盡
為
祖
先
王
墓
上
立
碑
銘
其
烟
戸
不
令
差
錯
」
の
文
章

が
「
上
祖
・
先
王
よ
り
以
来
、
墓
上
に
碑
を
た
て
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
守
墓
人

烟
戸
が
差
錯
し
た
」
た
め
に
「
た
だ
ひ
と
り
広
開
土
王
陵
の
み
が
、
こ
と
ご
と
く

祖
・
先
王
の
た
め
に
墓
上
に
碑
を
た
て
、
そ
の
烟
戸
を
銘
し
、
差
錯
し
な
い
よ
う

に
し
た
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
広
開
土
王
碑
の
立
碑
に
よ
っ
て
銘
さ

れ
る
守
墓
行
為
は
広
開
土
王
陵
と
そ
れ
以
前
に
「
故
国
原
」
あ
る
い
は
「
国
岡

上
」
に
存
在
し
た
す
べ
て
の
王
陵
に
対
す
る
「
守
墓
・
洒
掃
」
行
為
を
目
的
と
し

て
立
碑
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
広
開
土
王
陵
の
み
と
の
距
離
や
位
置
関
係
と
は

無
関
係
で
あ
る
と
論
じ
た
（
按
）

。

こ
の
こ
と
か
ら
広
開
土
王
陵
に
比
定
さ
れ
る
古
墳
が
い
ず
れ
で
あ
る
に
し
ろ
、

集
安
に
所
在
す
る
こ
と
に
異
論
を
は
さ
む
余
地
は
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
私
見

を
適
用
す
る
と
、
広
開
土
王
陵
を
含
む
祖
王
・
先
王
の
陵
墓
に
対
し
て
、
広
開
土

王
陵
碑
の
内
容
は
、
そ
の
保
全
を
伝
示
せ
し
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
広
開
土
王
陵

碑
の
立
碑
者
で
あ
る
長
寿
王
の
父
で
あ
り
、
先
王
で
あ
る
広
開
土
王
陵
の
み
な
ら

ず
、
祖
先
王
の
陵
墓
す
べ
て
に
対
し
て
効
力
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

行
為
は
祖
先
祭
祀
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
前
項
に
お
い
て
広

開
土
王
陵
碑
に
み
え
る
語
句
の
出
典
論
的
検
討
か
ら
証
し
た
儒
教
的
な
孝
の
思
想

の
存
在
と
見
事
に
一
致
す
る
。
高
句
麗
王
陵
の
造
墓
に
、
こ
の
よ
う
な
儒
教
お
よ

び
孝
思
想
が
盛
り
込
ま
れ
る
背
景
と
し
て
は
、
小
獣
林
王
二
年
（
三
七
二
）
に
太

さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
実
年
代
は
五
世
紀
後
半
か
ら
末
頃
と
み
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
時
期
に
該
当
す
る
の
は
四
九
一
年
に
没
し
た
長
寿
王
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

長
寿
王
の
陵
墓
に
つ
い
て
は
、
将
軍
塚
を
こ
れ
に
あ
て
、
旧
都
の
集
安
へ
帰
葬
し

た
と
す
る
説
も
あ
る
（
庵
）

が
、
筆
者
も
現
時
点
で
は
伝
・
東
明
王
陵
を
長
寿
王
に
比
定

す
る
説
が
妥
当
と
考
え
る
。

た
だ
し
、
本
論
の
検
討
課
題
と
の
関
わ
り
か
ら
い
え
ば
、
被
葬
者
の
問
題
と
は

別
に
、
太
王
陵
か
ら
将
軍
塚
そ
し
て
伝
・
東
明
王
陵
と
い
う
築
造
順
序
の
相
対
的

な
前
後
関
係
は
動
ず
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
事
実
が
重
要
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
高
句
麗
王
陵
の
築
造
順
に
対
し
て
、
こ
こ
ま
で
で
ふ
れ
た
外
部
ま

た
は
付
帯
施
設
の
検
討
に
よ
る
築
造
思
想
の
推
移
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の

よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
広
開
土
王
陵
碑
が
立
碑
さ
れ
た
時
点
で
は
、

そ
こ
に
記
さ
れ
た
語
の
出
典
論
的
検
討
に
よ
っ
て
、
儒
教
思
想
お
よ
び
孝
の
思
想

に
基
づ
く
立
碑
頌
徳
と
そ
の
後
世
へ
の
伝
示
が
宣
揚
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

た
。
こ
れ
に
対
し
、
後
続
す
る
伝
・
東
明
王
陵
な
る
と
近
傍
に
寺
刹
を
建
立
し
、

王
陵
に
対
す
る
仏
教
的
な
追
福
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
見
方
に
大
過
な
し
と
す
れ
ば
、
集
安
所
在
の
広
開
土
王
陵
と
、
こ
れ
に
後
続
す

る
伝
・
東
明
王
陵
と
の
間
に
は
造
墓
思
想
に
大
き
な
転
換
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
王
陵
造
営
思
想
の
大
き
な
変
化
を
論
ず
る
に
際
し
て
、
当
然
、
考

慮
す
べ
き
は
「
石
刻
文
書
」
に
示
さ
れ
た
守
墓
す
べ
き
対
象
と
な
る
王
陵
の
特
定

で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
当
然
な
が
ら
、
問
題
と
な
る
の
は
、
広
開
土
王
陵

碑
碑
文
に
お
い
て
勲
功
を
称
揚
さ
れ
た
広
開
土
王
の
陵
墓
は
、
ど
の
古
墳
か
に
つ

い
て
は
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
大
き
く
は
将
軍
塚
説
と
太

王
陵
説
に
大
別
さ
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
広
開
土
王
陵
碑
文
の
立
碑
目
的
で
あ
る
守
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括
し
た
語
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
（
図
２
（
杏
）

）。
こ
こ
で
は
同
時
代

の
史
料
で
あ
る
『
魏
書
』
の
記
載
を
尊
重
し
て
、
思
遠
仏
寺
と
呼
ん
で
お
き
、
単

位
と
な
る
個
々
の
遺
跡
を
指
す
場
合
は
遺
跡
名
を
使
用
す
る
。

こ
の
よ
う
に
永
固
陵
に
と
も
な
う
仏
教
建
築
群
と
し
て
は
、
永
固
陵
と
同
じ
台

地
上
に
あ
る
白
仏
台
遺
跡
と
崖
下
に
あ
る
草
堂
山
遺
跡
が
あ
る
が
、
後
者
は
発
掘

調
査
に
よ
っ
て
塔
址
を
中
心
と
し
た
仏
教
建
築
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
（
以
）

。

ま
た
、
両
遺
跡
か
ら
は
天
人
が
蓮
華
か
ら
化
生
す
る
文
様
の
あ
る
軒
丸
瓦
や
塑
像

仏
、
仏
像
の
彫
刻
さ
れ
た
石
板
な
ど
の
仏
教
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

双
方
と
も
に
寺
院
址
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
廟
と
し
て
の
性
格
と
あ
わ
せ

て
寺
廟
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
伊
）

。

こ
の
よ
う
に
永
固
陵
と
白
仏
台
遺
跡
お
よ
び
草
堂
山
遺
跡
に
み
る
陵
墓
と
寺
廟

と
の
関
係
と
そ
の
同
時
期
の
他
地
域
へ
の
波
及
に
つ
い
て
は
、
高
句
麗
の
伝
・
東

明
王
陵
と
定
陵
寺
址
の
造
営
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
長
寿
王
は
孝
文
帝
代
の
北
魏
に
頻
繁
に
使
い
を
送
っ
て
お
り
、
と
く
に

四
八
八
年
か
ら
は
年
に
二
度
以
上
も
遣
使
し
、
長
寿
王
の
訃
報
に
接
し
た
孝
文
帝

が
東
郊
の
行
宮
で
哀
悼
し
、
車
騎
大
将
軍
・
大
傅
・
遼
東
郡
開
国
公
・
高
句
麗
王

を
追
贈
し
、
康
と
い
う
諡
を
贈
っ
て
い
る
（
位
）

。

加
え
て
文
明
太
后
の
母
の
出
自
が
楽
浪
王
氏
で
あ
る
こ
と
と
孝
文
帝
の
昭
皇
后

は
高
句
麗
人
で
あ
る
高
肇
の
妹
で
あ
る
こ
と
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
五
世
紀
後

半
の
北
魏
と
高
句
麗
と
が
緊
密
な
関
係
を
た
も
っ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、

永
固
陵
を
模
し
て
、
高
句
麗
に
お
い
て
陵
墓
と
寺
院
と
を
一
体
と
し
て
造
営
し
た

も
の
が
伝
・
東
明
王
陵
と
定
陵
寺
址
で
あ
る
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
（
依
）

。

現
時
点
で
は
考
古
学
資
料
そ
の
も
の
に
よ
る
実
証
は
難
し
い
が
、
こ
の
見
解
は

学
を
た
て
て
儒
教
に
よ
る
教
育
を
進
め
、
翌
年
に
は
律
令
を
は
じ
め
て
頒
布
し
た

と
し
て
伝
え
ら
れ
る
高
句
麗
に
お
け
る
儒
教
思
想
の
展
開
が
あ
る
も
の
と
思
料
さ

れ
る
（
暗
）

。
い
っ
ぽ
う
、
伝
・
東
明
王
陵
と
定
陵
寺
址
の
関
係
に
表
れ
た
仏
教
的
追
福
の
実

修
行
為
と
し
て
の
陵
に
伴
う
寺
院
の
系
譜
を
瞥
見
し
て
み
た
い
。
こ
れ
に
関
し
て

は
、
同
時
代
の
東
ア
ジ
ア
を
博
覧
し
て
み
て
も
、
遺
跡
と
文
献
史
料
の
双
方
で
、

陵
墓
に
伴
う
寺
院
が
確
認
で
き
る
の
は
北
魏
・
永
固
陵
と
思
遠
仏
寺
の
み
で
あ
る
。

北
魏
・
永
固
陵
は
山
西
省
大
同
市
街
の
北
郊
約
二
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
方
山
と
呼

ば
れ
る
丘
陵
に
あ
り
、
四
八
一
年
か
ら
四
八
四
年
に
か
け
て
造
営
さ
れ
た
文
明
太

后
（
馮
太
后
）
の
陵
墓
と
そ
れ
に
付
属
す
る
永
固
堂
や
寺
院
で
あ
る
思
遠
仏
寺
な

ど
の
仏
寺
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
洛
陽
へ
の
遷
都

に
よ
っ
て
実
際
に
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
永
固
陵
の
近
傍
に
は
孝
文

帝
の
寿
陵
が
あ
り
、
万
年
堂
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

文
明
太
后
は
孝
文
帝
の
祖
母
で
あ
り
、
五
胡
十
六
国
の
一
つ
で
あ
る
北
燕
の
出

身
で
、
祖
国
の
北
燕
が
北
魏
に
国
を
滅
ぼ
さ
れ
た
後
、
十
四
歳
で
文
成
帝
の
貴
人

と
な
り
、
後
に
皇
后
に
立
て
ら
れ
た
。
陵
墓
で
あ
る
永
固
陵
は
東
西
一
二
四
メ
ー

ト
ル
、
南
北
一
〇
六
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
の
基
壇
上
に
築
か
れ
た
直
径

約
九
〇
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
約
二
二
メ
ー
ト
ル
の
平
面
円
形
の
陵
墓
で
あ
る
（
案
）

。

永
固
陵
の
所
在
す
る
丘
陵
の
麓
に
は
寺
院
址
（
中
国
で
は
寺
廟
と
す
る
）
と

み
ら
れ
る
遺
構
が
あ
る
。
こ
の
遺
跡
の
名
称
は
『
水
経
注
』
で
は
「
思
遠
霊
図
（
闇
）

」、

『
魏
書
』
で
は
「
思
遠
寺
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
鞍
）

、
こ
れ
ら
を
も
と
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
呼
称
が
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
近
年
で
は
、
こ
の
遺
構
は
丘
陵
上

の
白
仏
台
遺
跡
と
崖
下
の
草
堂
山
遺
跡
な
ど
の
近
傍
に
所
在
す
る
仏
教
遺
跡
を
包
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一
〇
三

以
上
の
よ
う
に
陵
墓
の
保
全
と
立
碑
者
を
孝
の
宣
揚
を
立
碑
の
目
的
と
し
た
儒

教
的
な
孝
の
思
想
に
基
づ
い
た
広
開
土
王
陵
と
広
開
土
王
陵
碑
か
ら
、
後
続
す
る

伝
・
東
明
王
陵
と
定
陵
寺
址
で
は
仏
教
的
な
追
福
へ
と
造
墓
思
想
が
変
化
す
る
こ

と
を
論
ず
る
と
と
も
に
、
後
者
に
つ
い
て
は
そ
の
系
譜
を
具
体
的
に
示
し
た
。

結

語

本
論
で
は
高
句
麗
王
陵
と
そ
の
付
帯
施
設
の
時
期
的
変
容
に
つ
い
て
、
縷
々
、

述
べ
て
き
た
。
文
末
に
あ
た
っ
て
、
内
容
を
摘
要
し
、
結
語
に
か
え
た
い
。

ま
ず
、
高
句
麗
王
陵
の
造
営
に
思
想
に
関
し
て
論
じ
た
研
究
を
学
史
的
に
整
理

し
、
こ
の
種
の
言
及
が
少
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う

本
論
の
目
的
を
示
し
た
。

次
に
広
開
土
王
陵
碑
文
に
み
え
る
立
碑
目
的
で
あ
る
守
墓
に
関
す
る
語
句
に
つ

い
て
、
漢
代
祠
堂
の
石
刻
文
や
経
書
と
対
照
検
討
し
、
広
開
土
王
陵
を
含
め
た
祖

王
・
先
王
の
陵
墓
に
対
す
る
守
墓
役
を
後
世
に
伝
示
す
る
と
い
う
広
開
土
王
陵
碑

の
目
的
は
来
観
者
に
墓
の
保
全
を
顕
示
す
る
こ
と
に
あ
り
、「
先
王
」
が
「
教
」

す
る
な
ど
の
経
書
に
依
拠
す
る
語
と
内
容
か
ら
、
広
開
土
王
陵
の
造
営
思
想
が
儒

教
的
な
孝
す
な
わ
ち
亡
親
お
よ
び
祖
先
に
対
す
る
追
孝
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
し
た
。

こ
の
よ
う
な
論
点
に
基
づ
き
、
広
開
土
王
陵
碑
と
広
開
土
王
陵
の
造
営
思
想
で

あ
る
儒
教
的
な
追
孝
に
対
し
て
、
伝
・
東
明
王
陵
と
定
陵
寺
址
の
関
係
は
明
ら
か

に
仏
教
に
基
づ
い
た
追
福
で
あ
る
こ
と
を
対
置
的
に
示
し
た
。

こ
れ
を
ふ
ま
え
て
長
寿
王
陵
に
比
定
さ
れ
る
伝
・
東
明
王
陵
が
、
広
開
土
王
陵

正
鵠
を
射
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
時
期
に
お
い
て
、
墓
主
の
追
福

の
た
め
に
陵
墓
や
古
墳
と
寺
院
が
隣
接
し
て
造
営
さ
れ
る
の
は
北
魏
と
高
句
麗
以

外
に
、
そ
の
実
例
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
南
朝
に
お

い
て
は
、
王
や
王
族
の
陵
墓
は
石
闕
や
石
獣
な
ど
の
施
設
や
造
形
物
を
伴
っ
て
、

墓
と
し
て
単
独
で
営
ま
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
六
世
紀
代
に
下
る
が
、
南
朝
に

お
け
る
追
福
の
特
徴
は
父
母
な
ど
の
尊
属
の
た
め
に
寺
院
そ
の
も
の
を
営
む
点
に

あ
る
。
周
知
の
例
と
し
て
は
、
仏
教
の
篤
信
に
よ
っ
て
史
上
に
著
聞
す
る
梁
の
武

帝
は
亡
父
の
追
福
の
た
め
に
皇
基
寺
（
後
に
皇
業
寺
と
改
名
）
を
営
ん
だ
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
資
治
通
鑑
』
に
は
梁
・
大
同
二
年
（
五
三
六
）
に

武
帝
が
父
の
蕭
順
之
を
追
福
す
る
た
め
、
皇
基
寺
を
建
て
よ
う
と
し
た
際
に
、
孟

少
卿
が
帝
に
媚
び
る
た
め
に
曲
阿
の
弘
氏
を
冤
罪
に
落
と
し
、
そ
の
木
材
を
奪
っ

て
寺
院
建
築
に
用
い
さ
せ
た
、
と
い
う
記
事
が
み
え
る
（
偉
）

。
こ
の
後
も
、
大
同
一
〇

年
（
五
四
四
）
に
武
帝
が
蘭
陵
に
行
幸
し
て
、
父
の
文
帝
夫
妻
の
建
陵
と
妻
の
郗

皇
后
を
葬
っ
た
修
陵
に
謁
陵
し
、
皇
基
寺
で
法
会
を
設
け
た
と
記
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
武
帝
は
亡
親
や
亡
妻
の
た
め
に
供
養
を
行
っ
て
い
る
（
囲
）

。

こ
の
よ
う
な
亡
親
の
た
め
の
寺
院
造
営
と
い
う
南
朝
皇
帝
の
行
っ
た
追
福
と
比

較
し
て
も
、
北
魏
の
永
固
陵
の
陵
墓
に
伴
う
寺
院
の
造
営
は
当
該
時
期
の
東
ア
ジ

ア
に
お
い
て
、
極
め
て
特
徴
的
な
追
福
の
行
為
形
態
と
い
え
る
。
と
く
に
南
朝
に

頻
繁
に
遣
使
を
行
っ
て
い
た
六
世
紀
代
の
百
済
に
お
い
て
、
陵
山
里
寺
址
・
王
興

寺
址
な
ど
の
王
室
祈
願
寺
と
呼
ば
れ
る
百
済
王
や
王
族
に
よ
る
亡
親
や
亡
王
子
な

ど
の
追
福
の
た
め
の
造
寺
行
為
が
舎
利
容
器
銘
文
な
ど
の
確
実
な
考
古
学
資
料
に

よ
っ
て
立
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
勘
案
す
る
と
、
高
句
麗
が
同
時
期
の
北
魏
の
影

響
さ
ら
に
は
模
倣
を
行
っ
た
こ
と
は
、
積
極
的
に
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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陵
の
築
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る
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教
と
仏
教
（
門
田
誠
一
）

一
〇
四

報
』
一
九
九
・
二
〇
〇
、二
〇
〇
六
年
）

（
４
）
白
承
玉
「
広
開
土
王
陵
碑
の
性
格
と
将
軍
塚
の
主
人
公
」（『
韓
国
古
代
史
研

究
』
四
一
、二
〇
〇
六
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

（
５
）
武
田
幸
男
『
高
句
麗
史
と
東
ア
ジ
ア
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）

（
６
）
謝
雁
翔
「
四
川
省
郫
県
犀
浦
出
土
的
東
漢
残
碑
」（『
文
物
』
一
九
七
四
年
第
四

期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
７
）
羅
福
頤
「
薌
他
君
石
祠
堂
題
字
解
釈
」（『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
総
二
期
、

一
九
六
〇
年
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
８
）
済
寧
地
区
文
物
組
・
嘉
祥
県
文
管
所
「
山
東
嘉
祥
宋
山
一
九
八
〇
年
出
土
的
漢

画
像
石
」（『
文
物
』
一
九
八
二
年
第
五
期
）〔
中
国
語
文
献
〕。
李
発
林
『
山
東

漢
画
像
石
研
究
』（
済
魯
書
社
、
一
九
八
二
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
一
〇
一
〜
八

頁
。
朱
錫
禄
編
著
『
嘉
祥
漢
画
像
石
』（
山
東
美
術
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）

〔
中
国
語
文
献
〕
一
二
五
頁

（
９
）
関
野
貞
「
後
漢
の
石
廟
及
び
画
像
石
」（『
国
華
』
二
二
五
、一
九
〇
九
年
）

（
亜
）
関
野
貞
「
後
漢
の
石
廟
及
び
画
像
石
」（
前
掲
注
９
）

（
唖
）
趙
明
誠
『
隷
釈
』
巻
第
二
四
、
翁
方
綱
『
両
漢
金
石
記
』
巻
第
一
五
い
ず
れ
も

『
金
石
史
料
新
編
』
第
一
輯
所
収
）

（
娃
）
蒋
英
炬
・
呉
文
祺
『
漢
代
武
氏
墓
群
石
刻
研
究
』（
山
東
美
術
出
版
社
、

一
九
九
五
年
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
阿
）
王
思
礼
「
山
東
肥
城
漢
画
像
石
墓
調
査
」（『
文
物
参
考
資
料
』
一
九
五
八
年
第

四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
哀
）
羅
福
頤
「
薌
他
君
石
祠
堂
題
字
解
釈
」（『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
前
掲
注
７
）

（
愛
）
注
８
に
同
じ
。

（
挨
）『
後
漢
書
』
巻
二
〇
・
列
伝
第
一
〇
・
銚
期
王
霸
祭
遵
／
祭
遵

少
好
経
書
。
家
富
給
、
而
遵
恭
倹
、
悪
衣
服
。
喪
母
、
負
土
起
墳
。

（
姶
）『
晋
書
』
巻
四
三
・
列
伝
第
一
三
・
山
濤

会
遭
母
喪
、
帰
郷
里
。
濤
年
踰
耳
順
、
居
喪
過
礼
、
負
土
成
墳
、
手
植
松
柏
。

（
逢
）
福
井
重
雅
『
漢
代
官
吏
登
用
制
度
の
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
八
八
年
）。
渡
辺

信
一
郎
『
中
国
古
代
国
家
の
思
想
構
造
―
専
制
国
家
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
―
』

（
校
倉
書
房
、
一
九
九
四
年
）。
渡
辺
義
浩
『
後
漢
国
家
の
支
配
と
儒
教
』（
雄

の
候
補
と
さ
れ
て
い
る
太
王
陵
や
将
軍
塚
の
い
ず
れ
に
も
時
期
的
に
遅
れ
る
と
い

う
築
造
順
序
を
確
認
し
た
う
え
で
、
広
開
土
王
陵
と
広
開
土
王
陵
碑
の
関
係
に
示

さ
れ
る
儒
教
的
な
追
孝
か
ら
長
寿
王
陵
と
定
陵
寺
址
の
存
在
形
態
に
明
ら
か
な
よ

う
に
仏
教
の
追
福
へ
と
、
高
句
麗
王
陵
の
造
営
思
想
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
陵
墓
と
寺
院
を
近
接
し
て
配
置
す
る
と
い

う
形
態
は
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
北
魏
の
文
明
皇
太
后
の
墓
で

あ
る
永
固
陵
と
思
遠
仏
寺
と
の
関
係
と
類
似
し
、
そ
の
時
代
的
背
景
と
し
て
は
、

孝
文
帝
の
昭
皇
后
が
高
句
麗
人
で
あ
る
こ
と
も
含
め
て
、
伝
・
東
明
王
陵
の
築
造

時
期
で
あ
る
五
世
紀
後
半
か
ら
末
頃
に
は
北
魏
と
の
緊
密
な
通
交
が
あ
っ
た
こ
と

を
重
要
視
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

本
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
高
句
麗
王
陵

の
造
営
の
背
景
に
あ
る
思
想
と
そ
の
時
期
的
変
化
に
つ
い
て
、
広
開
土
王
陵
碑
文

と
漢
代
の
石
祠
堂
題
記
な
ど
の
文
字
の
あ
る
考
古
資
料
の
内
容
を
比
較
し
て
吟
味

し
、
そ
れ
を
経
書
・
史
料
な
ど
の
文
献
記
載
か
ら
位
置
づ
け
た
。
文
字
を
有
す
る

考
古
資
料
の
研
究
に
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
考
古
学
的
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
が
、
儒
教
の
礼
や
孝
の
高
句
麗
で
の
受
容
の
実
態
を
は
じ
め
と
し
て
、

墳
墓
と
寺
院
・
廟
の
関
係
と
意
味
な
ど
考
古
学
的
に
も
今
後
の
出
土
資
料
に
よ
っ

て
、
さ
ら
に
検
証
す
べ
き
課
題
を
提
示
し
つ
つ
、
論
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

〔
注
〕

（
１
）
那
珂
通
世
『
那
珂
通
世
遺
書
』（
大
日
本
図
書
、
一
九
一
五
年
）
五
〇
〇
〜

五
〇
一
頁

（
２
）
西
谷
正
「
高
句
麗
王
陵
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」（『
史
淵
』
一
三
四
、一
九
九
七
年
）

（
３
）
東
潮
「
高
句
麗
王
陵
と
巨
大
積
石
塚
―
国
内
城
時
代
の
陵
園
制
」（『
朝
鮮
学
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一
〇
五

究
』（
学
生
社
、
二
〇
〇
六
年
）〔
初
出
は
一
九
九
八
年
〕

（
梓
）
永
島
暉
臣
慎
「
集
安
の
高
句
麗
遺
跡
」
読
売
テ
レ
ビ
放
送
編
『
好
太
王
碑
と
集

安
の
壁
画
古
墳
』（
木
耳
社
一
九
八
八
年
）

（
圧
）
金
日
成
総
合
大
学
『
東
明
王
陵
と
そ
の
付
近
の
高
句
麗
遺
跡
』（
金
日
成
総
合

大
学
出
版
社
、
一
九
七
六
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

（
斡
）
金
正
基
「
高
句
麗
定
陵
寺
址
お
よ
び
土
城
里
寺
址
発
掘
報
告
と
考
察
」（『
仏

教
芸
術
』
一
〇
、一
九
九
一
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕。
千
田
剛
道
「
高
句
麗
・

百
済
の
王
陵
付
属
寺
院
」（『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
』
二
〇
〇
七
年
度
、

二
〇
〇
七
年
）

（
扱
）
田
村
晃
一
「
高
句
麗
の
寺
院
址
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
佐
久
間
重
男
教
授
退

休
記
念
中
国
史
・
陶
磁
史
論
集
編
集
委
員
会
編
『
中
国
史
・
陶
磁
史
論
集
―
佐

久
間
重
男
教
授
退
休
記
念
』（
佐
久
間
重
男
教
授
退
休
記
念
中
国
史
・
陶
磁
史

論
集
編
集
委
員
会
、
一
九
八
三
年
）

（
宛
）
チ
ョ
ン
・
ジ
ェ
ホ
ン
『
東
明
王
陵
に
対
す
る
研
究
』（
社
会
科
学
出
版
社
、

一
九
九
四
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

（
姐
）
東
潮
・
田
中
俊
明
『
高
句
麗
の
歴
史
と
遺
跡
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
年
）

（
虻
）
永
島
暉
臣
慣
「
集
安
の
高
句
麗
遺
跡
」
読
売
テ
レ
ビ
放
送
編
『
好
太
王
碑
と

集
安
の
壁
画
古
墳
』（
木
耳
社
、
一
九
八
八
年
）。
こ
の
他
に
長
寿
王
陵
を
漢

王
墓
に
あ
て
る
論
者
も
あ
る
。
東
潮
『
高
句
麗
考
古
学
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
七
年
）。
近
年
の
高
句
麗
王
陵
の
比
定
論
に
つ
い
て
は
下
記
の
文
献
で

整
理
さ
れ
て
い
る
。。
チ
ョ
ン
・
ホ
ソ
プ
「
高
句
麗
積
石
塚
の
被
葬
者
に
関
す

る
再
検
討
」（『
韓
国
史
研
究
』
一
四
三
、二
〇
〇
八
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕。

チ
ョ
ン
・
ホ
ソ
プ
「
高
句
麗
壁
画
古
墳
の
現
況
と
被
葬
者
に
対
す
る
検
討
」

（『
民
族
文
化
研
究
』
四
九
、二
〇
〇
八
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

（
飴
）『
三
国
史
記
』
高
句
麗
本
紀
一
・
小
獣
林
王

二
年
夏
六
月
、
秦
王
符
堅
遣
使
及
浮
屠
順
道
、
送
仏
像
・
経
文
、
王
遣
使
廻
謝
、

以
貢
方
物
。
四
年
、
僧
阿
道
来
。
五
年
春
二
月
、
始
創
肖
門
寺
、
以
置
順
道
。

又
創
伊
弗
蘭
寺
、
以
置
阿
道
、
此
海
東
仏
法
之
始
。

（
絢
）『
三
国
遺
事
』
巻
三
・
順
道
肇
麗

高
麗
本
記
云
、
小
獣
林
王
即
位
二
年
壬
申
、
乃
東
晋
成
安
二
年
、
孝
武
帝
即
位

山
閣
、
一
九
九
五
年
）

（
葵
）
鎌
田
重
雄
『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』（
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
六
二
年
）

（
茜
）
武
田
幸
男
『
高
句
麗
史
と
東
ア
ジ
ア
』（
前
掲
注
５
）
五
四
〜
五
頁

（
穐
）
浜
田
耕
策
「
高
句
麗
広
開
土
王
陵
碑
文
の
虚
像
と
実
像
」（『
日
本
歴
史
』

三
〇
四
、一
九
七
三
年
）。
浜
田
耕
策
「
高
句
麗
広
開
土
王
陵
碑
文
の
研
究
」

（『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
一
一
、一
九
七
四
年
）

（
悪
）
那
珂
通
世
「
高
句
麗
古
碑
考
」『
那
珂
通
世
遺
書
』（
大
日
本
図
書
、
一
九
一
五

年
）〔
初
出
は
一
八
九
三
年
〕。
な
お
、「
教
」
字
の
意
味
に
つ
い
て
の
研
究
史

的
整
理
は
武
田
幸
男
『
高
句
麗
史
と
東
ア
ジ
ア
』（
前
掲
注
５
）
一
六
一
〜
四

頁
参
照
。

（
握
）『
孝
経
』
三
才
章
第
七

先
王
見
教
之
可
以
化
民
也
。
是
故
先
之
以
博
愛
、
而
民
莫
遺
其
親
。

（
渥
）『
孝
経
』
開
宗
明
義
章
第
一

仲
尼
居
、
曾
子
侍
。
子
曰
先
王
有
至
徳
要
道
、
以
順
天
下
、
民
用
和
睦
、
上
下

无
怨
。
汝
知
之
乎
。
曾
子
避
席
曰
参
不
敏
、
何
足
以
知
之
。
子
曰
夫
孝
、
徳
之

本
也
、
教
之
所
由
生
也
。

（
旭
）『
孝
経
』
卿
大
夫
章
第
四

非
先
王
之
法
服
不
敢
服
、
非
先
王
之
法
言
不
敢
道
、
非
先
王
之
徳
行
不
敢
行
。

是
故
非
法
不
言
、
非
道
不
行
。

（
葦
）『
孝
経
』
孝
治
章
第
八

子
曰
昔
者
明
王
之
孝
治
天
下
也
、
不
敢
遺
小
国
之
臣
、
而
况
于
公
侯
伯
子
男
乎
。

故
得
万
国
之
歓
心
、
以
事
其
先
王
。

（
芦
）『
漢
書
』
巻
二
二
・
礼
樂
志
第
二

至
武
帝
即
位
、
進
用
英
雋
、
議
立
明
堂
、
制
礼
服
、
以
興
太
平
。
会
竇
太
后
好

黄
老
言
、
不
説
儒
術
、
其
事
又
廃
。
後
董
仲
舒
對
策
言
…
今
廃
先
王
之
徳
教
、

独
用
執
法
之
吏
治
民
、
而
欲
徳
化
被
四
海
、
故
難
成
也
。
是
故
古
之
王
者
莫
不

以
教
化
為
大
務
、
立
大
学
以
教
於
国
、
設
庠
序
以
化
於
邑
。
教
化
已
明
、
習
俗

已
成
、
天
下
嘗
無
一
人
之
獄
矣
。

（
鯵
）
門
田
誠
一
「
高
句
麗
王
陵
域
に
お
け
る
広
開
土
王
碑
の
相
対
的
位
置
―
「
墓

上
立
碑
」
の
再
吟
味
を
通
し
て
―
」『
古
代
東
ア
ジ
ア
地
域
相
の
考
古
学
的
研



高
句
麗
王
陵
の
築
造
思
想
に
み
る
儒
教
と
仏
教
（
門
田
誠
一
）

一
〇
六

三
年
、
始
頒
律
令
。

（
案
）
大
同
市
博
物
館
・
山
西
省
文
物
工
作
委
员
会
「
大
同
方
山
北
魏
永
固
陵
」（『
文

物
』
一
九
七
八
年
第
二
期
）〔
中
国
文
〕。
王
雁
卿
「
北
魏
永
固
陵
陵
寝
制
度
的

几
点
認
識
」（『
山
西
大
同
大
学
学
報
・
社
会
科
学
版
』
二
二
―
四
、二
〇
〇
八

年
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
闇
）『
水
経
注
』
巻
一
三
・
漯
水

羊
水
又
東
注
于
如
渾
水
、
乱
流
径
方
山
南
、
岭
上
有
文
明
太
皇
太
后
陵
、
陵
之

東
北
有
高
祖
陵
。
二
陵
之
南
有
永
固
堂
、
堂
之
四
周
隅
雉
、
列
榭
階
欄
及
扉
户
、

梁
壁
、
椽
瓦
、
悉
文
石
也
。（
中
略
）、
有
思
遠
霊
図
、
図
之
西
有
斋
堂
、
南
門

表
二
石
闕
（
後
略
）
…

（
鞍
）『
魏
書
』
巻
一
一
四
・
釈
老
志
第
一
〇
第
二
〇

（
太
和
元
年
三
月
）
又
於
方
山
太
祖
営
塁
之
処
、
建
思
遠
寺
。

（
杏
）
岡
村
秀
典
・
向
井
佑
介
編
「
北
魏
方
山
永
固
陵
の
研
究
―
東
亜
考
古
学
会

一
九
三
九
年
収
集
品
を
中
心
と
し
て
―
」（『
東
方
学
報
』
八
〇
、二
〇
〇
七
年
）

（
以
）
大
同
市
博
物
館
「
大
同
北
魏
方
山
思
燕
仏
寺
遺
址
発
掘
報
告
」（『
文
物
』

二
〇
〇
七
―
四
）〔
中
国
語
文
献
〕

（
伊
）
岡
村
秀
典
・
向
井
佑
介
編
「
北
魏
方
山
永
固
陵
の
研
究
―
東
亜
考
古
学
会

一
九
三
九
年
収
集
品
を
中
心
と
し
て
―
」（
前
掲
注
杏
）。
な
お
、
永
固
陵
の
付

属
施
設
と
し
て
『
水
経
注
』
に
み
え
る
「
永
固
堂
」
が
、
陵
前
に
造
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
寝
廟
と
同
様
な
機
能
を
も
ち
、『
北
史
』
に
み
え
る
寝
廟
に
あ

て
る
見
方
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
仏
教
的
建
築
で
あ

る
寺
廟
の
存
在
と
抵
触
す
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
村
元
健
一
「
北
魏
永
固
陵
の

造
営
」（『
古
代
文
化
』
五
二
―
二
、二
〇
〇
〇
年
）

（
位
）『
魏
書
』
列
伝
第
八
八
・
高
句
麗

太
和
十
五
年
、
璉
死
、
年
百
余
歳
。
高
祖
挙
哀
於
東
郊
、
遣
謁
者
僕
射
李
安
上

策
贈
車
騎
大
将
軍
・
太
傅
・
遼
東
郡
開
国
公
・
高
句
麗
王
、
諡
曰
康
。

（
依
）
岡
村
秀
典
・
向
井
佑
介
編
「
北
魏
方
山
永
固
陵
の
研
究
―
東
亜
考
古
学
会

一
九
三
九
年
収
集
品
を
中
心
と
し
て
―
」（『
東
方
学
報
』
八
〇
、二
〇
〇
七
年
）

（
偉
）『
資
治
通
鑑
』
第
一
五
七
巻
・
梁
紀
十
三
・
高
祖
武
皇
帝
十
三

（
二
年
）
上
為
文
帝
作
皇
基
寺
以
追
福
、
命
有
司
求
良
材
。
曲
阿
弘
氏
自
湘
州

之
年
也
。
前
秦
荷
堅
遣
使
及
僧
順
道
、
送
仏
像
経
文
、
時
堅
都
関
中
、
即
長
安
。

又
四
年
甲
戌
、
阿
道
来
自
晋
。
明
年
乙
亥
二
月
、
創
肖
門
寺
以
置
順
道
、
又
創

伊
弗
蘭
寺
以
置
阿
道
、
此
高
麗
仏
法
之
始
。

（
綾
）『
高
僧
伝
』
巻
四
・
義
解
一
・
竺
潜
伝
所
引
与
高
麗
道
人
書

（
鮎
）
当
然
な
が
ら
、
一
般
に
は
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
と
漢
訳
名
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。

（
或
）
田
村
圓
澄
「
古
代
朝
鮮
の
弥
勒
信
仰
」（『
朝
鮮
学
報
』
一
〇
二
、一
九
八
二
年
）。

田
村
圓
澄
「
星
宿
却
と
星
宿
図
―
高
松
塚
古
墳
の
星
宿
図
に
よ
せ
て
―
」（『
九

州
歴
史
資
料
館
研
究
論
集
』
七
、一
九
八
一
年
）

（
粟
）
門
田
誠
一
「
銘
文
の
検
討
に
よ
る
高
句
麗
初
期
仏
教
の
実
相
―
徳
興
里
古
墳
墨

書
の
仏
教
語
を
中
心
に
―
」『
高
句
麗
壁
画
古
墳
と
東
ア
ジ
ア
』（
思
文
閣
出
版
、

二
〇
一
〇
年
）〔
初
出
は
二
〇
〇
一
年
〕

（
袷
）
姜
賢
淑
「
高
句
麗
石
室
封
土
墳
の
淵
源
に
関
し
て
」（『
韓
国
考
古
学
報
』

四
〇
、一
九
九
九
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

（
安
）
チ
ョ
ン
・
ホ
ソ
プ
「
高
句
麗
壁
画
古
墳
の
現
況
と
被
葬
者
に
対
す
る
再
検
討
」

（『
民
族
文
化
研
究
』
四
九
、二
〇
〇
八
年
）〔
ハ
ン
グ
ル
文
献
〕

（
庵
）
将
軍
塚
を
長
寿
王
陵
と
す
る
論
者
は
多
数
存
在
す
る
が
、
近
年
で
は
東
潮
氏
や

桃
崎
祐
輔
氏
が
論
じ
て
い
る
。
高
句
麗
王
陵
と
み
ら
れ
る
積
石
塚
の
被
葬
者
比

定
に
つ
い
て
は
下
記
論
文
参
照
。
東
潮
「
高
句
麗
王
陵
と
巨
大
積
石
塚
―
国
内

城
時
代
の
陵
園
制
―
」（
朝
鮮
学
報
』
一
九
九
・
二
〇
〇
、二
〇
〇
六
年
）。
桃
崎

祐
輔
「
高
句
麗
太
王
陵
出
土
瓦
・
馬
具
か
ら
み
た
好
太
王
陵
説
の
評
価
」
海
交

史
研
究
会
考
古
学
論
集
刊
行
会
編
『
前
田
潮
先
生
退
官
記
念
論
文
集

海
と
考

古
学
』（
六
一
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）。
高
句
麗
王
陵
と
み
ら
れ
る
積
石
塚
の
被

葬
者
比
定
に
つ
い
て
は
下
記
論
文
参
照
。
チ
ョ
ン
・
ホ
ソ
プ
「
高
句
麗
積
石
塚

の
被
葬
者
に
関
す
る
再
検
討
」（
前
掲
註
安
）

（
按
）
門
田
誠
一
「
高
句
麗
王
陵
域
に
お
け
る
広
開
土
王
碑
の
相
対
的
位
置
―
「
墓
上

立
碑
」
の
再
吟
味
を
通
し
て
―
」（『
古
代
東
ア
ジ
ア
地
域
相
の
考
古
学
的
研

究
』
学
生
社
、
二
〇
〇
六
年
）〔
初
出
は
一
九
九
八
年
〕

（
暗
）『
三
国
史
記
』
巻
第
十
八
高
句
麗
本
紀
・
第
六
・
小
獣
林
王

二
年
（
中
略
）
立
太
学
、
敎
育
子
弟
。



佛
教
大
学

歴
史
学
部
論
集

第
二
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

一
〇
七

買
巨
材
東
下
、
南
津
校
尉
孟
少
卿
欲
求
媚
於
上
、
誣
弘
氏
為
劫
而
殺
之
、
没
其

材
以
為
寺
。

（
囲
）『
南
史
』
巻
七
・
梁
本
紀
中
第
七
・
武
帝
下

（
大
同
一
〇
年
）
三
月
甲
午
、
幸
蘭
陵
。
庚
子
、
謁
建
陵
、
有
紫
雲
蔭
陵
上
、

食
頃
乃
散
。
帝
望
陵
流
涕
、
所
霑
草
皆
変
色
、
陵
傍
有
枯
泉
、
至
是
而
流
水
香

潔
。
辛
丑
哭
于
修
陵
。
壬
寅
於
皇
基
寺
設
法
会
、
詔
賜
蘭
陵
老
少
位
一
階
、
并

加
頒
賚
。

（
も
ん
た

せ
い
い
ち

歴
史
文
化
学
科
）

二
〇
一
一
年
十
一
月
九
日
受
理


